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モ
ン

コ
ノレ

の

漢

地

統

治

制

度

｜
｜
分
地
分
民
制
度
を
中
心
と
し
て
｜
｜

松

回

孝

は
じ
め
に

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
来
続
け
ら
れ
た
金
朝
征
服
活
動
は
オ
ゴ
タ
イ
・
カ
ン
の
六
年
（
一
二
三
四
）
終
結
し
、
金
朝
の
旧
領
域
（
漢

地
）
は
略
ぽ
モ
ン
ゴ
ル
の
有
に
帰
し
た
。
周
年
オ
ゴ
タ
イ
は
漢
地
の
戸
口
調
査
を
疾
施
し
、
そ
の
結
果
を
基
に
翌
々
年
（
一
二
三
六
）

漠
北
に
お
け
る
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
国
家
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
っ
た
封
邑
制
度
の
伝
統
に
倣
い
、
漢
地
の
戸
口
と
地
域
を
チ
ン
ギ

ス
家
一
門
の
諸
王
や
功
臣
に
分
与
し
た
。
こ
の
封
邑
制
度
は
従
来
漢
籍
の
用
語
に
従
い
「
投
下
」
制
度
と
呼
称
き
れ
て
い
る
が
、
「
投

下
」
あ
る
い
は
「
頭
下
」
な
る
用
語
は
「
部
下
」
な
る
語
と
互
用
き
れ
釘
慌
に
人
的
概
念
、
特
に
遼
代
以
降
、
首
長
に
直
属
す
る
軍

固
な
い
し
は
軍
団
の
長
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
筆
者
は
こ
の
地
域
と
戸
口
の
分
与
に
よ
っ
て
成
立
し
た
政
治
・
社
会
体
系

を
「
分
地
分
民
」
制
度
と
称
す
る
事
と
す
る
。

分
地
分
民
制
度
は
モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
の
他
地
域
で
も
実
抽
き
れ
た
が
、
定
着
農
耕
地
帯
で
実
施
さ
れ
た
も
の
は
遊
牧
地
帯
の
も
の

と
は
違
っ
て
、
分
地
保
有
領
候
は
自
ら
統
治
す
る
事
も
、
自
ら
租
税
賦
役
を
徴
収
す
る
事
も
で
き
ず
、
分
地
か
ら
の
収
入
の
一
部
を
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受
け
取
る
だ
け
で
、
定
着
農
耕
地
帯
は
カ
ン
の
官
僚
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
と
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
ツ
オ
フ
以
来
考
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
は
漢
地
に
お
け
る
分
地
分
民
制
度
の
成
立
の
経
緯
と
そ
の
実
態
を
把
握
し
つ
つ
、
諸
王
や
有
力
功
臣
の
分
地
分
民
統
轄
権
の
問

題
を
考
察
し
、
且
つ
モ
ン
ゴ
ル
の
漢
地
統
治
に
お
け
る
領
候
の
機
能
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ク
ビ
ラ
イ
が
元

朝
を
立
て
て
か
ら
は
多
く
の
制
度
上
の
改
変
が
あ
っ
た
故

一
部
史
料
は
元
朝
時
代
の
記
事
を
引
用
し
た
が
、
考
察
の
対
象
は
ク
ビ

ラ
イ
以
前
の
所
謂
る
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
期
に
限
り
た
い
。

漢
地
に
お
け
る
分
地
分
民
の
経
緯

H
チ
ン
ギ
ス
時
代

漢
地
に
お
け
る
分
地
（
分
民
）
の
策
は
、
す
で
に
チ
ン
ギ
ス
の
時
代
に
始
ま
っ
て
い
る
。
元
史
玲
一
一
ユ
土
機
停
の
乙
亥
年
（
チ
ン
ギ
ス

十
年

三
二
五
年
）
の
条
に
漢
地
で
の
賑
滑
や
討
伐
記
事
に
続
け
て
、

帝
命
附
里
畢
奥
皇
太
弟
園
王
分
楼
諸
侯
王
城
邑
。
論
附
里
皐
目
、
漢
人
中
若
王
宣
撫
者
可
任
使
之
。
議
以
前
職
衆
判
三
司
副
使
。

と
あ
り
、
チ
ン
ギ
ス
時
代
に
城
邑
を
諸
侯
王
に
分
与
し
た
事
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
分
与
は
乙
亥
年
の
条
に
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
賑

済
・
討
伐
記
事
が
長
文
で
そ
れ
に
続
く
城
邑
分
与
が
果
し
て
正
確
に
乙
亥
年
の
記
事
な
の
か
確
定
し
難
い
。
但
だ
、
乙
亥
（
一
二
一

五
）
年
仕
燕
京
（
中
都
）
を
陥
落
さ
せ
る
な
ど
チ
ン
ギ
ス
の
漢
地
攻
略
が
一
段
落
し
た
時
期
で
、
元
史
唱
の
太
祖
本
紀
の
太
祖
十
年

（
一
一
二
五
年
）
の
条
に
、
「
是
秋
取
城
邑
八
百
六
十
有
二
」
と
あ
り
、
占
領
域
邑
数
の
統
計
が
示
き
れ
て
い
る
事
な
ど
か
ら
、
乙
亥

年
よ
り
後
の
近
い
時
期
に
分
与
は
為
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
こ
の
分
与
は
、
後
節
で
述
べ
る
様
に
二
二
九
年
に
始
ま
っ
た



チ
ン
ギ
ス
の
西
征
以
前
に
は
既
に
為
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
与
の
内
容
は
、
次
の
オ
ゴ
タ
イ
時
代
の
分
地
分
民
の
内
容
と
関
わ
り
を

も
っ
て
い
る
。

同
オ
ゴ
ダ
イ
時
代

モンゴルの漢地統治制度 分地分民制度を中心として

－
分
地
分
民
の
本
質

一
二
三
六
年
オ
ゴ
タ
イ
は
七
六
万
戸
（
全
戸
籍
登
録
数
約
一
一

O
万
）
の
漢
地
戸
口
を
諸
領
侯
に
分
与
し
た
。
諸
領
侯
は
こ
れ
に

よ
り
漢
地
に
お
け
る
恒
久
的
権
益
を
獲
得
し
た
。

こ
の
時
、
分
与
の
対
象
と
な
っ
た
漢
民
は
分
与
の
二
年
前
に
開
始
さ
れ
、
翌
乙
末

（
一
二
三
五
）
年
完
成
さ
れ
た
シ
キ
・
ク
ト
ク
に
よ
る
戸
籍
調
査
に
よ
り
籍
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
籍
録
以
前
の
そ
れ
ら
の

漢
民
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
で
の
把
握
の
状
況
を
見
る
と
一
二
三
六
年
の
分
与
は
本
質
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
に
お
け
る
保
有
漢
民

の
体
系
的
な
再
整
理
で
あ
っ
た
感
が
あ
る
。

戸
籍
調
査
の
時
に
出
き
れ
た
オ
ゴ
タ
イ
の
詔
勅
や
そ
の
他
の
史
料
に
は
、
そ
れ
ら
の
漢
民
の
中
に
モ
ン
ゴ
ル
の
征
服
戦
争
下
に
お

い
て
、
停
掠
き
れ
、
駆
口
（
奴
縛
）
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
に
帰
属
し
て
い
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
大

元
遁
制
保
格
花
戸
令
の
騒
良
の
条
に

甲
午
の
年
に
欽
奉
し
た
恰
竿
皇
帝
の
聖
旨
に
、
「
達
達
・
回
回
・
契
丹
・
女
直
・
漢
児
人
等
を
論
ぜ
ず
、
い
附
l
r
も
軍
前
で
虜
え
ら

35 

れ
た
人
口
で
、
家
に
在
っ
て
住
坐
す
る
も
の
は
、
駆
口
と
し
、
因
っ
て
外
に
在
っ
て
住
坐
し
、
随
処
で
附
籍
さ
れ
た
も
の
は
、

便
ち
皇
帝
の
民
戸
に
係
是
り
、
随
処
で
差
発
に
応
当
き
せ
る
。
主
人
は
見
て
更
め
て
識
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
札
即
日
貯
も
、
王
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人
が
識
認
す
る
者
は
、
按
答
案
の
罪
戻
に
断
ず
る
。
」
と
あ
る
。

と
記
き
れ
、
又
、
右
と
同
内
容
を
持
つ
元
史
雄
一
一
一
刑
法
二
戸
婚
の
条
に
、

諸
、
蒙
古
・
回
回
・
契
丹
・
女
直
・
漢
人
箪
前
所
停
人
口
留
家
者
潟
奴
牌
、
居
外
附
籍
者
即
潟
良
民
、
己
居
外
、
復
認
鴬
凶
奴
枠

者
、
没
入
其
家
財
。

と
あ
り
、
両
史
料
か
ら
見
る
に
、
甲
午
（
一
二
三
四
）
年
の
戸
口
調
査
の
際
、
戦
時
に
伴
虜
と
な
っ
て
い
た
者
は
蒙
古
・
回
回
・
契

丹
・
女
直
・
漢
人
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
現
時
点
で
家
に
留
め
て
保
有
し
て
い
る
場
合
は
奴
稗
（
駆
口
）
と
為
し
、
家
に
留
め
ず
、
他

地
に
居
住
し
、
そ
の
地
で
戸
籍
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
今
後
は
皇
帝
の
民
戸
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
主
人
は
こ
れ
を
再
び
奴
牌
と

は
で
き
な
い
事
と
し
た
事
が
解
る
。
史
料
中
の
家
と
は
、
元
史
時
十
孝
友
停
に
、

羊
仁
雇
州
瞳
江
人
。
至
元
初
阿
北
兵
南
下
、
仁
家
信
同
所
掠
、
父
被
殺
、
母
及
兄
弟
皆
散
去
。
仁
年
七
歳
、
費
馬
沖
人
李
子
安
家

奴
、
力
作
二
十
徐
年
。
子
安
憐
之
縦
篤
良
。
仁
綜
蹟
得
母
於
頴
州
蒙
古
軍
塔
海
家
、
兄
於
唯
州
蒙
古
軍
岳
納
家
、
弟
於
郎
町
制
漣

大
家
、
皆
傍
役
尚
無
差
。

と
あ
り
、
蒙
古
軍
の
停
虜
と
な
っ
た
羊
仁
の
一
家
の
所
在
と
し
て
、
自
身
は
売
ら
れ
て
李
子
安
家
、
母
は
頴
州
蒙
古
軍
塔
海
家
、
兄

は
唯
州
蒙
古
軍
岳
納
家
に
お
い
て
役
を
為
し
て
い
る
こ
と
が
記
き
れ
て
い
る
事
な
ど
か
ら
考
え
て
、
伴
掠
し
奴
と
し
て
保
有
し
て
い

た
蒙
士
口
軍
の
諸
兵
士
や
将
校
等
の
家
な
い
し
は
幕
営
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
な
奴
牌
と
し
て
籍
録
以
前
と
同
様
に
保
有
を
許
き
れ
た
も
の
を
除
い
て
、
戸
籍
に
皇
帝
民
戸
と
し
て
登
録
さ
れ
る
べ
き

「
外
に
在
つ
て
住
坐
す
る
」
戦
時
停
虜
が
当
時
の
漢
地
の
全
戸
口
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
は
蘇
天
爵
元
文
類
時
五
耶
律
公
神
道
碑
に
、

時
、
諸
王
、
大
臣
及
諸
将
校
所
得
騒
口
往
往
寄
留
諸
郡
、
幾
居
天
下
之
半
。
公
因
奏
括
戸
口
、
皆
籍
為
編
民
。



と
あ
り
、

ほ
ぽ
漢
地
人
口
の
半
分
に
も
の
ぼ
っ
た
事
が
解
る
。
又
、
こ
の
史
料
か
ら
、
皇
帝
民
戸
と
し
て
籍
録
し
よ
う
と
し
た
戦
時

停
虜
が
、
諸
王
、
大
臣
、
諸
将
校
と
い
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
に
帰
属
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

籍
録
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
に
は
右
の
戦
時
停
虜
の
外
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
降
付
し
て
来
た
も
の
も
あ
っ
た
。
蘇
天
爵
元
文
類
時
五
耶

モンコ＊ルの漢地統治制度一分地分民制度を中心として

律
公
神
道
碑
に
、

甲
午
詔
括
戸
口
。
以
大
臣
忽
観
虎
領
之
。
園
初
方
事
、
進
取
所
降
下
者
、
因
以
奥
之
、
自
一
社
一
民
各
有
所
主
、
不
相
統
層
、

至
是
始
一
隷
州
牒
。

と
あ
り
、
降
付
し
た
も
の
は
、
す
べ
て
降
付
さ
せ
た
も
の
に
与
え
た
た
め
、
戸
籍
登
録
ま
で
漢
地
の
一
社
一
民
と
い
え
ど
も
、
す
べ

て
が
そ
れ
ぞ
れ
主
と
す
る
者
の
配
下
に
あ
り
、
そ
の
統
属
関
係
が
複
雑
に
入
り
乱
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ら
が
今
回
の
籍
録
，
に
よ
り

解
消
さ
れ
て
、
州
牒
に
降
付
民
を
付
籍
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

右
の
様
に
二
一
三
六
年
の
分
与
の
基
礎
と
な
っ
た
戸
籍
の
登
録
さ
れ
た
人
戸
は
、
そ
れ
ま
で
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
征
服
活
動
で
伴
掠

さ
れ
た
り
、
降
付
し
た
り
し
て
、

モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
の
保
有
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
オ
ゴ
タ
イ
の
分
地
分
民
は
厳

密
に
言
え
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
の
権
益
の
再
整
理
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

2
分
与
戸
口
数
と
漠
北
領
兵
数

37 

シ
ギ
・
ク
ト
ク
は
一
二
三
六
（
肉
申
）
年
、
オ
ゴ
タ
イ
に
戸
籍
調
査
の
報
告
を
為
し
た
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
を
基
礎
に
分
地
分
民

の
策
が
提
議
き
れ
た
。
蘇
天
爵
元
文
類
均
五
耶
律
公
神
道
碑
の
丙
申
年
の
条
に
、

其
秋
七
月
、
忽
視
虎
以
戸
口
来
。
上
議
割
裂
諸
州
郡
、
分
賜
諸
王
・
貴
族
、
以
篤
湯
泳
邑
。
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と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
は
耶
律
楚
材
の
反
対
で
分
民
か
ら
の
不
当
な
訴
求
を
禁
止
し
た
り
、
分
地
の
官
の
任
命
に
つ
い
て
の
規

定
な
ど
の
制
限
が
つ
け
ら
れ
て
、
実
施
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
戸
口
調
査
で
漢
地
に
お
け
る
伴
虜
や
降
付
人
戸
に

針
目
、
臣
今
差
次
惟
視
太
祖
之
奮
、
奮
多
亦
多
、
奮
少
亦
少
。
帝
目
、
不
然
、
嘗
民
少
而
戦
績
則
多
、
其
増
第
二
寓
戸
、
奥
十

功
臣
向
。
鴇
諸
侯
者
民
異
其
編
。
烏
魯
争
之
、
蒙
古
奮
兵
不
及
臣
半
、
今
封
顧
多
子
臣
。
帝
目
、
汝
忘
市
先
玩
鞭
馬
意
事
耶
。

対
す
る
権
利
を
放
棄
せ
し
め
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
は
、
新
た
に
州
郡
ご
と
に
付
籍
さ
れ
た
人
戸
を
再
分
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
再
分
与
は
、
戸
籍
調
査
の
経
緯
か
ら
見
て
、
丙
申
年
の
戸
口
調
査
の
報
告
が
為
き
れ
て
始
め
て
考
え
出
さ
れ
た
の
で
は
な

r

く
戸
口
調
査
の
最
初
か
ら
企
図
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
戸
籍
調
査
か
ら
分
割
案
の
作
成
に
至
る
ま
で
一

貫
し
て
担
当
し
た
シ
マ
ク
ト
ク
は
元
朝
秘
史
巻
八
に
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
よ
り
こ
う
い
っ

pv諸
王
・
功
臣
等
に
対
す
る
戸
口
分
与
の

割
り
つ
け
等
の
専
権
を
付
与
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
様
に
し
て
実
施
さ
れ
た
分
地
分
民
の
内
容
は
、
元
史
玲
九
食
貨
三
歳
賜
及
ぴ
元
史
ヰ
太
宗
本
紀
に
よ
れ
ば
表
①
の
通
り
で
あ

る
。
各
領
侯
の
分
民
数
の
決
定
は
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
漠
北
で
の
勢
力
を
基
礎
と
し
て
い
た
。
挑
嶋
崎
牧
庵
集
時
一
京
都
公
紳
遁
碑
に

マ
ン
グ
ト

又
枠
貴
臣
呼
特
呼
大
料
漢
民
、
分
城
邑
、
以
封
功
臣
、
割
泰
安
州
民
高
家
、
封
郡
王
、
崎
奏
。
帝
問
、
蒙
古
之
民
何
如
是
少
。

と
記
き
れ
、
功
績
を
分
民
数
に
反
映
さ
せ
よ
と
い
う
オ
ゴ
タ
イ
の
修
正
（
マ
ン
グ
ト
部
分
民
数
を
倍
額
に
す
る
。
）
は
あ
っ
た
が
、
ク

ト
ク
の
配
分
案
が
本
来
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
兵
数
を
基
準
と
し
て
い
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
表
①
に
分
民
数
と
チ
ン
ギ
ス
代
各
領
侯

が
分
与
さ
れ
た
兵
数
と
の
比
を
示
し
て
お
い
た
が
、
領
兵
数
と
分
民
数
と
の
聞
に
は
お
よ
そ
の
相
関
関
係
が
見
ら
れ
る
。



39 モンゴルの漢地統治制度一分地分民制度を中心として

表①丙申年分民表

領侯名〔所属集団．系統等〕 分民戸数 i莫北領兵数II)（比） （議室副分地（：昔前

ダリタイ・オッチギン〔千ンギス叔父〕 10,000 。 。寧海州

ジョチ・カサル 24,493 東 1,000 24.5 益都・j育南 般揚路

カチウン 〔チンギス諸弟〕 55,200 東 3,000 18.4 演・様州 済南路

オッチギン 62,156 東 5,000 12.4 平・濃州 益都路

ベルグテイ 11,603 左 1,000 11.6 広寧府 恩州

ジョチ 41,302 西 4,000 10.3 平陽府 平陽

チャガタイ 47 ,330 西 4,000 11.8 太原府 太原

グユク〔オゴタイの子〕 〔チンギス諸手の系〕 68,593 西 4,0001司 17 .1 大名府 大名

トゥルイ 80,000 虞定 虞定路

コルゲン 45,930 西 4,000 11.4 河間府 河閉路

コデン〔オゴタイの子〕 47 '741 4,oool3l 11.9 東平府 東京路

越圏公主〔オングト（アラクシ・ディギド・クリの系）〕 20,000 左 4,000 5.0 東平府 高唐州

魯園公主〔オンギラト（アルチの系）〕 30,000 左 5,000 6.0 東平府 i膏寧路

昌国公主〔イキレス（プトウの系）〕 12,652 左 3,000 4.2 東平府 。
郭園公主〔オンギラト（チグゥの系）〕 30,000 左 4,000 7.5 東平府 濃州

火雷公主〔オイラト（クドカ・ベキの系）〕 9,796 右 4,000 2.4 。延安路

ムカリ〔ジャライル・左手万戸長〕 39,019 左 3,000 13.0 東平府 東平

ダイスン〔ジヤライル〕 10,000 左 2,000 5.0 。東平束阿脈

タイルダル，モンコカルジャ〔マングト父子） 20,000 左 2,000 10.0 東平府 泰安州

ジユルチェデイ〔ウルウト〕 20 ,000 左 4,000 5.0 東平府 徳州

パダイ，キシリク〔オロナウル・ケレングト〕 14,087 右 2,000 7.0 。Ji匝徳路

ポロルダイ〔オロナウル・アルラト・右手万戸長〕 17 ,333 右 1,000 17 .3 耶州 贋平路洛刺i

テムデル〔オロナウル・アルラト〕 9,457 右 。贋平路磁州

オゲレ・チェルピ〔オロナウル・アルラト〕 15,807 右 1,000 15.8 。贋平路

左手千戸長9人 5,565 左 9,000 0.6 。河閉路四勝

コシャクン，ジュスク〔ジヤジラト（オッチギン千戸）〕 10,000 東 l,000 10.0 。曹州

デゲイ〔ベスト（オゴタイ家王傭）〕 l,713 西 i,oool4l 1.7 。大名清豊牒

その他 1,032 。
合計 760,809 

(1) 本国賓信「千ンギス・ハンの千戸」『史学雑誌』 62-8 ,1953,pp.l-26.に主に拠った。

(2) オゴタイの領兵数。（3) オゴタイ時代トウルイ諸子の配下から移ったジャライル千戸長，スニト

1000，スルドス2000（本田，前掲書 p.17），。伶） クナンとともに形成した千戸。
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シ
ギ
・
ク
ト
ク
の
配
分
案
が
、
漠
北
領
兵
数
を
基
準
と
し
た
の
は
、
恐
ら
く
、
諸
領
侯
の
保
有
軍
団
の
維
持
が
伝
統
的
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
封
邑
民
の
貢
納
に
依
拠
し
て
い
た
事
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
桃
燈
牧
庵
集
鴎
一
家
出
公
神
道
碑
に
、

蒙
古
一
軍
成
北
、
歳
久
衣
率
故
弊
、
請
以
臣
泰
安
州
五
戸
歳
入
綿
一
斤
積
四
千
庁
、
量
輸
内
務
易
鴬
匹
吊
、
分
賓
諸
筆
、
上
以

一
の
地
点
で
あ
る
。
た
だ
、
オ
ツ
チ
ギ
ン
、
ベ
ル
グ
テ
イ
、

コ
デ
ン
の
三
者
に
つ
い
て
は
本
紀
、
食
貨
志
に
示
さ
れ
た
分
地
所
在
地

善
、
救
遁
車
選
建
軍
中
、

と
あ
り
、
泰
安
州
分
民
二
万
戸
か
ら
納
入
さ
れ
る
五
戸
歳
入
総
四
千
斤
を
も
っ
て
、
京
都
公
（
博
曜
宰
）
は
同
族
マ
ン
グ
ト
軍
の
軍

装
の
生
産
に
充
て
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
の
国
家
が
十
進
法
的
に
編
成
さ
れ
た
軍
団
組
織
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
そ
の
軍

団
の
維
持
は
兵
と
な
っ
た
も
の
の
族
属
や
停
虜
の
生
産
を
は
じ
め
と
し
て
、
降
府
民
の
貢
納
や
侵
略
時
の
歯
獲
品
に
依
拠
し
て
い
た
。

こ
の
軍
団
維
持
の
基
盤
た
る
降
付
民
や
、
侍
掠
人
戸
に
対
す
る
領
侯
の
権
限
が
、
戸
口
調
査
で
消
滅
さ
れ
た
以
上
、
再
整
理
し
て
分

与
さ
れ
る
時
に
は
、

モ
ン
ゴ
ル
軍
団
の
維
持
の
た
め
の
生
産
を
担
う
分
民
が
軍
団
の
規
模
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
た
事
は
当
然
の
結
果

で
あ
ろ
、
っ
。

3
分
地
の
配
置

本
節
で
は
各
領
侯
分
地
（
分
民
付
籍
地
）
の
配
置
を
地
図
化
し
、
そ
の
配
置
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
た
い
。
表
①
に
示
し
た

各
領
侯
の
所
在
地
は
元
史
ヰ
太
宗
本
紀
と
元
史
玲
九
食
貨
志
三
と
の
聞
に
一
部
差
違
が
あ
る
。
詳
し
く
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら

の
多
く
は
分
与
当
時
の
行
政
区
画
上
の
所
属
（
本
紀
）
と
そ
の
後
の
変
更
（
食
貨
志
）
の
差
違
を
反
映
し
た
も
の
で
、
実
際
上
は
同

は
実
際
上
も
異
な
っ
て
い
る
。

コ
デ
ン
に
つ
い
て
は
傍
証
史
料
が
な
い
の
で
判
然
と
し
な
い
が
、
前
二
者
の
分
地
、
平
・
灘
州
l
益



都
路
（
オ
ツ
チ
キ
ン
）
、
広
寧
府
｜
恩
州
（
ベ
ル
グ
テ
イ
）
は
傍
証
史
料
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
地
点
が
い
ず
れ
も
そ
の
保
有
分
地

で
あ
る
。
（
傍
証
は
表
②
に
列
挙
）
。
又
、
耶
州
を
ク
ビ
ラ
イ
分
地
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
表
②
に
示
し
た
傍
証
か
ら
パ
ダ
イ
・
キ
シ

リ
ク
の
分
地
で
あ
る
。
又
、
本
紀
そ
の
他
が
耶
州
を
右
手
万
戸
ボ
ロ
ル
ダ
イ
分
地
と
す
る
の
は
耶
州
地
区
一
帯
に
分
地
を
有
す
る
パ

モンゴルの漢地統治制度 分地分民制度を中心として

タ
イ
・
キ
シ
リ
ク
ら
の
オ
ロ
ナ
ウ
ル
部
一
門
の
筆
頭
と
し
て
右
手
万
戸
長
の
名
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
食
貨
志

が
パ
ダ
イ
・
キ
シ
リ
ク
の
分
地
と
し
て
順
徳
府
を
あ
げ
て
那
州
と
し
な
い
の
は
桃
熔
牧
庵
集
時
一
一
楊
君
新
肝
硝
に
、

耶
則
今
中
書
右
丞
相
之
組
封
問
、
政
弛
民
散
最
競
弗
治
、
求
潜
藩
制
官
、
惟
歳
入
其
貢
賦
、
情
置
安
撫
司
、
後
部
易
民
順
徳
、

升
州
開
局
府
。

と
あ
る
様
に
単
な
る
名
称
の
変
更
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
紀
、
食
貨
志
及
び
表
②
に
挙
げ
た
分
地
関
連
史
料
か
ら
作
成
し
た
も

の
が
次
の
地
図
で
あ
る
。

分
民
の
付
籍
地
と
し
て
の
分
地
の
各
領
伎
へ
の
割
り
つ
け
は
、
一
克
史
一
言
織
寄
北
侍
に
「
甲
午
副
忽
都
虎
籍
漢
戸
口
、
誇
其
賦
役
、

分
諸
功
臣
以
地
」
と
か
桃
熔
牧
庵
集
時
一
家
出
公
神
道
碑
に
「
伴
貴
臣
昨
仲
仲
大
料
漢
民
、
分
城
邑
」
と
か
記
さ
れ
、
す
べ
て
の
分

地
が
、
こ
の
オ
ゴ
タ
イ
時
代
に
決
定
さ
れ
た
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
太
原

を
分
民
付
籍
地
と
さ
れ
た
チ
ャ
ガ
タ
イ
に
つ
い
て
、
ラ
シ

l
ド
集
史
に

彼
ら
は
三
人
と
も
（
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
オ
ゴ
タ
イ
・
ト
ゥ
ル
イ
｜
筆
者
）
申
の
年
（
一
二
一
二
年
｜
同
）
山
の
縁
辺
に
沿
っ
て
送

ら
れ
た

0
3州
の
町
か
ら
同

E
宮
E
W
の
町
に
至
る
す
べ
て
の
都
市
、
地
方
、
城
塞
を
彼
ら
は
取
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
カ
覧

河
の
流
れ
に
至
っ
て
反
転
し
た
。
叶
口
岳
℃
5
w
府
及
ぴ
太
原
府
と
そ
の
周
辺
を
征
服
し
た
り
、
掠
奪
し
た
。
そ
し
て
、
太
原
府
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の
〉
m
F
U
円
↓
ωBhp円
（
阿
合
答
木
見
）
は
チ
ャ
ガ
タ
イ
に
属
し
て
い
る
。
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表② 分地関連史料

領名名 分地所在地（典拠史料）

ジョチ 平陽一道（都経陵川文集巻32河東罪言），平陽郡・遼山・和）I慎勝（許有

壬至正集巻55馬君墓碕銘），吾・津・ j路・古川I（危太楼雲林編集3$

古刺君去思碑），限州（元史巻 13 4繊連侍）

チャガタイ 管州・寧化・楼煩郡（胡蒋之山右右刻叢編巻27玉律徒徳政碑）， i糾H

（同上巻37英済公感謄碑），＇I斤州（永楽大典主占赤5皇慶元年三月七日），

太原郡（許有壬至正集巻55馬君墓碕銘）

トゥルイ 真定棄域（元史巻 14 8董文用停） 「→集巻47軍公行状）

コルゲン 首席系・東光・阜城・呉橋・故城・江陵・替東・寧膏（王悔秋i隠先生文

ジョチ・カサル i醤州（桃燐牧庵集巻 12李公家廟碑）

カチウン 演外｜溺Ji年豚（危太＋業雲林編集巻7杜公神道碑）

オッチギン 益都四勝（元史巻7世祖4）平・海（元史巻 14世祖 11 ），青・跨（責

預金華黄先生文集巻25武宣丈lJ公神道碑） 「→公行状）

ベルグテイ 贋寧府（元史巻59地理志2），思州（蘇天爵滋渓文稿巻23王憲穆

右手寓戸 耶・洛（桃燐牧庵集巻 27毛府君TB表），耶・洛等四外｜（胡紙橘紫山先

生文集巻 16社公神道碑銘）

パダイ 那州（順徳府）（蘇天爵元文類巻25丞相順徳忠献玉砕），（同巻55楊君

キシリク 新F干碕銘）

クシャクン 曹州 R馬城県系・平陰鯨（王f軍秋澗先生文集巻85鳥豪筆補）

魯園公主 j賓・笈・皐州・飯野・郡城・金郷・虞城・楊山・豊勝・肥城・任城・

魚蚤・浦l孫・皐父・嘉祥・磁陽・寧陽・曲阜・酒水十六勝（元史巻118

特蒔稗停）

コマン 西涼府北ー百里（奈美彪「元代白話碑集録』所収割膝草堂ミヂ関端太子令

旨碑），二十四城（元史巻12至元二十年十一月の条），輩昌二十四城（元

史巻 13至元二十三年正月の条），二十四城（銚燈牧庵集巻21輩昌路

同知徳管府事李公神道碑），（永楽大典姑赤2至元十六年五月）
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九
年
ま
で
に
は
為
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
分
与
城
邑
と
、

オ
ゴ
タ
イ
時
代
の
分
民
付
籍
地
が
同
一
で
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と
あ
り
、
太
原
府
に
お
け
る
チ
ャ
ガ
タ
イ
の
〉
怠
向
吋
白
日
常
（
分
地
か
ら
の
収
入
を
示
す
用
語
と
し
て
漢
籍
に
見
え
る
阿
合
答
木
児

岡
崎
探
馬
児
の
対
音
。
）
の
権
益
の
獲
得
を
チ
ン
、
キ
ス
時
代
の
金
朝
攻
略
に
関
わ
り
あ
る
か
の
如
く
記
し
て
い
る
。
又
、
真
定
に
分
民

を
付
籍
さ
れ
た
ト
ゥ
ル
イ
家
に
関
し
て
や
は
り
ラ
シ
ー
ド
集
史
は
ヂ
ン
ギ
ス
時
代
の
事
と
し
て
、

左
右
翼
の
軍
団
の
一
部
を
年
長
の
子
供
た
ち
ゃ
ア
ミ

l
ル
た
ち
と
と
も
に
派
遣
し
た
。
同
族
た
ち
は
ト
ゥ
ル
イ
・
カ
ン
と
コ
ル

り
破
壊
さ
れ
た
。
キ
タ
イ
の
大
都
市
の
一
つ
で
、

と
呼
ば
れ
る
中
央
の
道
に
虫
州
を
取
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
。
途
上
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
都
市
や
地
方
は
す
べ
て
征
服
さ
れ
た

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
が
チ
ャ
ガ
ン
バ
ル
ガ
ス
ン
と
呼
ん
で
い
る
真
定
府
の
町
の

〉

m
g門
叶
ωEMFH
（
阿
合
答
木
見
）
は
ト
ゥ
ル
イ
・
カ
ン
に
属
し
て
い
る
。
ト
ゥ
ル
イ
・
カ
ン
が
占
領
し
た
そ
の
地
方
か
ら
の

〉

m
E円
同

d

白
日
川
町
は
相
続
財
産
と
分
け
前
と
し
て
、
キ
タ
イ
や
ダ
シ
ュ
ト
・
イ
・
キ
プ
チ
ャ
ク
や
他
の
地
方
に
い
る
彼
の
一
族
に

も
た
ら
さ
れ
た
。

と
あ
り
、
真
定
府
地
区
に
お
け
る
ト
ゥ
ル
イ
家
の
権
益
の
獲
得
を
彼
の
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
金
朝
攻
略
の
記
事
に
つ
け
て
い
る

o
Hで
見

た
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
諸
領
侯
へ
の
城
邑
分
与
も
又
金
朝
攻
略
の
一
段
落
し
た
二
二
五
年
以
後
の
事
で
あ
っ
た
。
右
の
こ
領
侯
の
太

原
や
真
定
地
区
に
お
け
る
権
益
の
獲
得
は
こ
の
チ
ン
ギ
ス
の
城
邑
分
与
の
内
容
と
関
わ
り
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
又
、
右
記
事
の

後
続
に
は
、
チ
ン
ギ
ス
の
ホ
ラ
ズ
ム
遠
征
（
一
二
一
九

1
）
が
見
ら
れ
る
故
、
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
城
邑
分
与
は
少
な
く
と
も
三
二

あ
る
事
は
、
換
言
す
れ
ば
、

オ
ゴ
タ
イ
時
代
に
設
定
さ
れ
た
分
地
の
中
に
チ
ン
ギ
ス
時
代
に
設
定
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

オ
ゴ
タ
イ
時
代
の
設
定
分
地
の
す
べ
て
が
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、

オ
ゴ
タ
イ
時
代
の
分
地
分
民
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
東
平
府
が
チ
ン
ギ
ス
の
西
征
出
発
以
後
即
ち
、
漢
地
域
邑
分
与
以
後



の
一
二
二

O
年
に
厳
実
に
率
い
ら
れ
て
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
下
に
帰
し
て
お
り
、
東
平
府
の
分
与
は
チ
ン
ギ
ス
の
城
邑
分
与
に
は
含
ま

れ
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
シ
ギ
・
ク
ト
ク
が
分
民
の
割
り
付
け
を
行
な
っ
た
時
の
「
分
城
邑
」
と
あ
る
の
は
、
チ
ン
ギ
ス
の
城
邑
分
与
の
時
以
降

モンゴルの漢地統治制度一分地分民制度を中心として

に
帰
服
し
た
地
域
を
も
含
め
て
、
各
領
侯
の
漢
地
で
の
分
地
の
配
置
を
確
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
確
定
さ
れ
た
分
地
の
配
置
は
、

分
民
数
が
漠
北
の
勢
力
に
準
じ
た
の
と
同
様
、
各
領
侯
の
漠
北
の
分
地
の
配
置
に
概
ね
従
っ
て
い
る
。
チ
ャ
ガ
タ
イ
ら
の
西
道
諸
王

や
右
翼
万
戸
の
分
地
は
漢
地
西
部
に
、
東
道
諸
王
の
チ
ン
ギ
ス
諸
弟
や
左
翼
の
諸
領
侯
の
分
地
は
漢
地
東
部
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

領
侯
の
封
回
巴
統
轄

〕
け
質
子
制
度

衆
知
の
様
に
一
般
に
モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
の
漢
地
の
路
府
州
牒
の
地
方
行
政
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
官
と
そ
の
上
に
位
し
て
、
そ
れ
を

監
督
す
る
ダ
ル
ガ
チ
（
監
）
の
両
者
に
よ
っ
て
遂
行
き
れ
た
。
領
侯
の
分
地
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
領
侯
の
権
益
を
代
表
す
る
も
の

と
し
て
、
領
侯
の
推
薦
し
た
人
物
が
ダ
ル
ガ
チ
に
任
じ
ら
れ
た
。
各
領
侯
の
こ
の
分
地
へ
の
ダ
ル
が
チ
派
遣
は
分
地
に
対
す
る
統
轄

権
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
実
際
上
の
徴
税
等
の
責
務
を
遂
行
し
た
の
は
漢
人
等
の
路
府
州
牒
の
地
方
官
で
、
彼
ら
の
選

任
は
朝
廷
（
カ
ン
）
が
行
な
い
、
各
領
侯
は
税
の
う
ち
の
規
定
の
自
己
取
得
分
（
五
戸
線
料
）
を
こ
れ
ら
の
地
方
官
か
ら
送
達
さ
れ

45 

る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
状
況
か
ら
分
地
分
民
に
対
す
る
領
侯
の
支
配
権
は
名
目
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
主

張
が
汎
く
為
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
領
侯
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
分
地
の
行
政
、
司
法
、
軍
事
等
の
各
面
に
E
っ
て
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
す
べ
て

を
述
べ
る
こ
と
は
紙
幅
の
関
係
で
で
き
な
い
が
、
ま
ず
、
領
侯
に
よ
る
地
方
官
の
統
轄
の
方
策
と
し
て
の
質
子
制
度
を
取
り
あ
げ
て

み
た
い
。
こ
の
質
子
制
度
は
胡
聴
之
山
右
石
刻
叢
編
坤
二
津
州
長
官
段
公
墓
碑
に
、

子
男
四
、
紹
隆
今
以
遷
轄
法
行
加
武
略
将
軍
、
移
知
霞
州
。
園
初
、
凡
守
親
王
分
地
者
、

一
子
宮
備
宿
街
。
紹
先
宿
衛
王
府
。

と
あ
り
、
親
王
の
分
地
を
治
め
る
地
方
官
は
、
親
王
の
王
府
の
宿
衛
に
一
子
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
又
、
同
書
同
巻
劉

舎
碑
に
は
、
堅
州
都
元
師
兼
節
度
使
で
あ
っ
た
人
物
に
つ
い
て
、
「
（
子
津
）
弱
冠
質
子
公
主
位
下
、
積
有
年
失
。
」
と
あ
り
、
親
王
の

み
な
ら
ず
公
主
の
分
地
の
場
合
も
又
、
質
子
を
出
し
て
い
た
。
こ
の
他
、
元
史
鴎
ト
董
文
用
停
に
、

時
、
以
真
定
藁
城
奉
荘
聖
太
后
湯
川
派
、
庚
成
太
后
命
揮
邑
中
子
弟
来
上
。

と
あ
り
、
真
定
藁
城
が
新
た
に
ト
ゥ
ル
イ
妃
荘
聖
太
后
（
ソ
ル
ク
ク
タ
ニ
ベ
キ
）
の
分
地
と
為
さ
れ
た
際
、
邑
中
子
弟
を
来
上
さ
せ

た
と
い
う
の
も
又
、
領
侯
の
王
府
へ
の
質
子
の
供
出
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
制
度
は
、
カ
ン
の
ケ

シ
ク
テ
ィ
に
千
戸
長
、
百
戸
長
、
十
戸
長
の
子
弟
が
差
し
出
さ
れ
、
忠
誠
を
捧
げ
た
の
と
同
様
、
分
地
の
漢
人
等
の
地
方
官
の
統
轄

の
一
方
策
と
し
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
且
つ
、
そ
れ
が
地
方
官
を
任
命
す
る
カ
ン
の
下
へ
で
は
な
く
領
侯
の
王
府
等
の
宿
衛

に
差
し
出
さ
れ
た
こ
と
に
、
領
侯
の
分
地
に
対
す
る
実
質
的
な
統
轄
権
の
一
端
を
伺
わ
し
め
る
。

伺
断
事
官
制
度

領
侯
の
分
地
分
民
統
轄
権
を
端
的
に
示
す
も
の
は
分
地
に
お
け
る
司
法
権
の
行
使
と
そ
れ
を
担
当
し
た
領
侯
配
下
の
断
事
官
丙
機

能
で
あ
る
。
断
事
官
な
る
官
、
特
に
カ
ン
に
直
属
す
る
大
断
事
官
（
エ
ケ
、
ジ
ャ
ル
グ
チ
）
は
田
村
実
造
氏
に
よ
れ
ば
、
裁
判
、
詞



モンゴルの漢地統治制度一分地分民制度を中心として

訟
を
始
め
と
し
て
、
行
政
、
庶
務
に
も
参
与
す
る
重
臣
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
に
直
属
す
る
大
断
事
官
が
あ
っ
た
様
に
、

諸
領
侯
自
身
も
配
下
に
断
事
官
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
田
村
実
造
氏
は
、
元
史
才
一
畏
答
児
侍
附
博
羅
歓
停
に
、

時
、
諸
侯
王
及
十
功
臣
各
有
断
事
官
、
博
羅
欽
年
十
六
（
憲
宗
元
年
フ
）
得
本
部
断
事
官
。

と
あ
る
史
料
を
引
か
れ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
領
侯
の
分
地
分
民
統
轄
の
上
で
の
機
能
な
ど
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、
ま
ず
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

諸
王
並
び
に
そ
れ
に
準
ず
べ
き
人
は
皇
帝
に
倣
っ
て
王
相
府
を
建
て
、
長
官
の
王
停
を
置
き
、
こ
れ
が
領
侯
の
漠
北
の
封
邑
（
ウ

ル
ス
）
内
の
事
に
関
し
て
一
切
の
事
務
を
監
督
し
た
こ
と
は
、
村
上
正
二
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

断
事
官
も
又
、
前
記
史
料
や
「
高
麗
王
府
断
事
官
（
劉
将
孫
養
吾
腎
集
ヰ
一
二
家
謹
啓
墓
誌
銘
）
」
な
ど
の
表
現
か
ら
み
て
、
王
侍
と
同

様
に
、
諸
領
侯
の
宮
廷
政
府
た
る
王
（
相
）
府
の
官
僚
の
一
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
諸
領
侯
政
府
の
官
員
た
る
断
事
官
の
職
能
に
つ
い

て
は
、
先
の
博
羅
献
停
の
原
典
と
思
わ
れ
る
桃
憾
牧
庵
集
時
一
葉
町
公
神
遁
碑
に
マ
ン
グ
卜
部
へ
の
泰
安
州
二
寓
戸
の
分
与
を
記
し

h

』
壮
友
こ

J
1
l
 

後
、
諸
侯
王
輿
十
功
臣
、
既
有
土
地
人
民
、
凡
事
子
其
城
、
各
遣
断
事
官
自
司
、
聴
直
子
朝
。
公
年
十
六
時
局
断
事
官
。

と
あ
り
、
分
地
分
民
が
為
さ
れ
て
か
ら
は
、
各
領
侯
の
保
有
す
る
城
（
邑
）
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
侯
が
断

事
官
に
自
司
き
せ
、
朝
（
政
）
に
当
る
こ
と
が
聴
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
領
侯
が
分
地
に
断
事
官
を
派
遣
し
た
例
と
し
て

は
元
史
話
一
小
雲
石
脱
忽
憐
停
に
、

（
小
雲
石
脱
忽
憐
）
太
祖
時
、
輿
其
父
来
帰
、
従
征
回
回
園
還
、
事
容
宗
於
潜
邸
、
真
定
審
宗
分
地
、
以
矯
本
路
断
事
官
。
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と
あ
り
、
審
宗
（
ト
ゥ
ル
イ
）
家
の
潜
邸
（
藩
邸
）
か
ら
、
分
地
の
真
定
路
の
断
事
官
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
領
侯
は
分



と
あ
り
、
燕
京
に
出
張
し
、
中
原
数
十
百
州
、
即
ち
漢
地
全
体
の
命
脈
を
掌
握
せ
る
そ
の
権
限
は
今
日
、
即
ち
、
元
朝
時
代
の

（由
a
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地
に
断
事
官
を
派
遣
し
て
分
地
の
問
題
を
決
裁
さ
せ
て
い
た
事
が
解
る
が
、
そ
の
決
裁
し
た
事
柄
と
は
恐
ら
く
断
事
官
の
本
来
の
職

能
の
一
つ
で
あ
る
司
法
権
の
執
行
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
例
は
見
い
出
せ
な
い
が
、
領
侯
が
分
地
内
で
、
司

法
権
を
行
使
し
た
例
は
、
危
太
楠
雲
林
績
集
暗
杜
公
行
状
に

宗
王
按
只
瞬
時
矯
参
謀
、
使
侃
金
符
、
職
行
命
桝
南
漬
様
等
慮
治
獄
訟
、
恩
威
蛇
著
。

と
あ
り
、
カ
チ
ウ
ン
家
の
按
只
瞬
（
一
万
史
ヰ
太
宗
本
紀
で
は
演
様
州
分
地
の
受
領
者
）
に
酔
召
さ
れ
て
参
謀
と
な
っ
た
杜
公
が
カ
チ

ウ
ン
家
分
地
の
糟
南
漬
様
等
慮
に
お
い
て
獄
訟
を
治
す
事
を
職
と
し
た
事
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
司
法
権
の
行
使
は
領
侯
の
分
地

分
民
に
対
す
る
権
限
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

四

燕
京
行
聾
尚
書
省
の
漢
地
統
治
と
諸
領
侯

前
章
で
は
各
領
侯
の
分
地
統
轄
の
権
限
の
一
端
を
見
た
が
、
本
章
で
は
こ
れ
ら
領
侯
の
権
限
と
漢
地
統
治
の
た
め
に
カ
ン
に
よ
り

設
け
ら
れ
た
燕
京
行
牽
尚
書
省
と
の
関
係
を
考
察
し
て
見
た
い
。
燕
京
行
豊
尚
書
省
は
、
燕
京
行
宮
室
、
燕
京
行
尚
書
省
等
々
と
呼
ば

れ
、
漢
地
の
統
治
の
た
め
に
チ
ン
ギ
ス
時
代
以
来
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
前
田
直
典
氏
は
漢
地
統
治
最
高
機
関
の
名
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
機
関
の
長
官
は
エ
ケ
・
ジ
ヤ
ル
グ
チ
（
大
断
書
官
）
で
そ
れ
に
次
ぐ
エ
ケ
・
ビ
チ
ク
チ
（
大
書
記
官
）
と
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
長
官
た
る
大
断
事
官
は
、
馬
組
常
石
田
集
時
一
薩
法
理
夫
人
碑
銘
に
、

夫
人
子
関
人
、
租
雅
老
瓦
賞
充
大
断
事
官
者
、
園
初
官
制
未
這
立
、
凡
軍
園
機
務
悉
決
子
断
事
官
、
断
事
官
行
治
在
燕
、
驚
輿

尚
駐
和
寧
、
中
原
敷
十
百
州
之
命
脈
繋
駕
非
今
日
隷
子
省
院
者
也
。



書
）
省
や
（
枢
密
）
院
の
行
政
、
軍
事
の
両
権
も
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
強
大
な
権
限
を
有
す
る
大
断
事
官
を
頂
点

と
す
る
燕
京
行
豊
尚
書
省
と
各
領
侯
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
桃
燐
牧
庵
集
荘
一
李
公
家
廟
碑
に
、

我
太
祖
始
平
之
。
其
宗
有
守
某
某
城
者
、
濁
戦
死
不
下
。
子
惟
忠
尚
少
、
求
従
父
死
、
篤
今
分
土
播
州
諸
侯
王
所
得
、
子
公
為

モンゴルの漢地統治制度一分地分民制度を中心として

考
。
後
以
金
符
監
泊
州
、
有
子
十
三
人
、
公
次
居
四
、
王
妃
愛
其
頴
異
、
嘗
子
之
、
在
先
朝
故
事
、
凡
諸
侯
王
各
以
其
府
一
官

入
参
決
尚
書
事
、
公
代
其
兄
為
之
。

と
あ
り
、
諸
侯
王
の
府
、
即
ち
王
府
の
一
官
を
尚
書
の
議
事
の
決
裁
に
参
画
さ
せ
る
先
朝
の
故
事
が
あ
り
、
治
州
に
分
地
を
有
す
る

ジ
ョ
チ
・
カ
サ
ル
家
を
代
表
し
て
播
州
分
地
の
ダ
ル
ガ
チ
の
子
で
あ
っ
た
李
（
武
感
）
公
が
そ
の
任
に
当
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
尚

書
が
燕
京
行
豊
尚
書
省
を
指
す
事
は
、
燕
京
行
豊
尚
書
省
と
同
じ
構
成
を
持
つ
と
言
わ
向
ぃ
モ
ン
ケ
・
カ
ン
朝
に
は
「
骨
骨
河
等
慮

行
尚
書
省
」
と
呼
ば
れ
た
イ
ラ
ン
方
面
統
治
機
関
と
領
侯
の
関
係
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
J

本
田
賓
信
氏
、
坂
本
勉
氏
に
よ
る
と
、

こ
の
機
関
は
す
で
に
オ
ゴ
タ
イ
朝
初
期
に
設
け
ら
れ
、
初
代
イ
ラ
ン
統
督
に
チ
ン
・
テ
ム
ル
な
る
者
が
任
命
さ
れ
、
彼
の
指
揮
下
に

は
、
オ
ゴ
タ
イ
・
パ
ト
ゥ
・
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
4

ト
ゥ
ル
イ
の
四
王
家
の
権
益
を
代
表
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人
の
四
人
の
駅
配
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
チ
シ
・
テ
ム
ル
が
総
督
府
の
官
衡
を
開
設
し
た
際
に
は
四
王
家
の
利
害
を
代
表
き
せ
る
た
め
ア
ミ
｜
ル
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
一

人
の
ピ
チ
ク
チ
（
書
記
官
）
を
送
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
イ
ラ
ン
方
面
の
モ
ン
ゴ
ル
の
統
治
機
関
が
そ
の
構
成
に
当

該
地
区
に
権
益
を
有
す
る
領
侯
の
代
表
を
含
ん
で
い
る
事
か
ら
考
え
て
、
燕
京
行
豊
一
尚
書
者
も
又
、
漢
地
に
権
益
を
有
す
る
領
侯
の

代
表
を
そ
の
構
成
に
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
治
州
分
地
の
ダ
ル
ガ
チ
の
子
と
し
て
ジ
ョ
チ
・
カ
サ
ル
王
家
の
権
益
を
代

表
し
て
李
公
が
議
事
に
参
画
し
た
尚
書
と
は
燕
京
行
畳
尚
書
省
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
に
、
漢
地
に
分
地
を
有
し
た
有
力
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領
侯
は
、
自
己
の
代
表
を
燕
京
行
豊
尚
書
省
の
構
成
員
と
し
て
派
遣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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尚
書
の
議
事
に
参
画
す
べ
き
王
府
の
一
官
と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ン
方
面
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
ア
ミ
｜

デ
イ
ワ
l
ン

ル
と
ビ
チ
ク
チ
が
考
え
ら
れ
る
が
、
イ
ラ
ン
総
督
府
の
官
街
を
燕
京
行
壷
尚
書
省
の
対
等
物
と
見
る
な
ら
ば
、
ビ
チ
ク
チ
（
書
記
官
）

の
可
能
性
が
残
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
の
モ
ン
ゴ
ル
の
統
治
機
関
の
構
成
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。
元
朝

遂
拝
平
掌
政
事
行
省
雲
南
、
賜
紗
五
十
高
橋
、
金
賓
無
事
。
時
宗
王
脱
忽
魯
方
鎮
雲
南
、
惑
於
左
右
之
一
言
以
奏
典
赤
至
必
奪
其

成
立
以
後
、
多
く
の
行
省
が
立
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
既
に
領
侯
が
権
益
を
有
し
た
り
、
統
治
を
行
な
っ
て
い
る
地
域
に
設

置
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
朝
期
の
燕
京
行
豊
尚
書
省
と
閉
じ
条
件
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
元
史
時
…
世
祖
本
紀
四
に
、

（
至
元
九
年
正
月
）
京
兆
復
立
行
省
、
伺
命
諸
王
只
必
帖
木
児
設
省
断
事
官
。

と
あ
り
、
完
即
ち
長
安
に
行
省
を
設
け
た
際
、
只
必
帖
木
児
に
ま
断
事
官
を
設
け
さ
せ
て
い
る
。
只
必
帖
木
見
は
元
史
世
宗

室
世
系
表
に
よ
れ
ば
、
オ
ゴ
タ
イ
の
子
関
端
の
子
で
あ
る
。
詳
し
い
論
証
は
省
く
が
、
関
端
王
家
は
西
涼
府
の
北
に
オ
ル
ド
（
宮
殿
）

を
構
え
、
映
西
の
輩
昌
地
区
、
即
ち
京
兆
の
西
部
の
一
帯
の
こ
十
四
城
を
分
地
と
し
て
保
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
表
②
）
。
即
ち
、

外
地
の
統
治
機
関
と
し
て
行
省
が
設
け
ら
れ
た
際
、
当
該
地
区
に
権
益
を
有
す
る
領
侯
は
一
官
を
行
省
に
派
遣
L
て
い
る
。
こ
の
場

合
は
イ
ラ
ン
総
督
府
と
は
異
な
り
断
事
官
が
送
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
例
が
雲
南
行
省
で
も
見
ら
れ
る
。
元
史
詳
奏
典

赤
停
に権

、
具
申
兵
以
篤
備
。
奏
典
赤
聞
之
、
乃
遣
其
子
納
速
刺
丁
先
至
王
所
、
請
臼
天
子
以
雲
南
守
者
非
人
、
致
諸
国
背
叛
、
故
命

臣
来
安
集
之
、
且
戒
以
至
境
即
加
撫
循
、
今
未
敢
専
、
願
王
遺
一
人
来
共
議
。
王
聞
遁
罵
其
下
目
、
吾
幾
需
汝
輩
所
誤
、
明
日

遺
親
臣
撒
満
・
位
暗
乃
等
至
奏
典
赤
、
間
以
何
鵡
見
。
針
目
、
吾
等
奥
納
速
刺
了
倍
来
覗
猶
兄
弟
也
、
請
用
子
種
見
川
皆
以
名

馬
第
執
貝
、
拝
脆
甚
恭
、
観
者
大
駿
。
乃
設
宴
陳
所
、
賜
金
賓
、
飲
器
酒
、
罷
墨
以
奥
之
。
二
人
大
喜
過
望
、
明
日
来
謝
。
語
之



目
、
二
君
臨
馬
宗
王
親
臣
、
未
有
名
爵
、
不
可
以
議
園
事
、
欲
各
授
君
行
省
断
事
官
、
以
未
見
玉
、
未
敢
撞
授
、
令
一
人
還
、

先
菓
玉
、
王
大
悦
、
由
是
政
令
一
聴
奏
典
赤
所
魚
。

と
あ
り
、
妻
典
赤
が
雲
南
に
行
省
を
立
て
た
時
、
当
該
地
方
に
そ
れ
ま
で
勢
力
を
有
し
て
い
た
宗
王
脱
忽
魯
の
配
下
の
二
名
を
王
の

モンゴルの漢地統治制度一分地分民制度を中心として

許
可
を
待
っ
て
行
省
断
事
官
に
任
命
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
山
今
統
英
等
撰
雲
南
通
志
雄
一
一
奏
平
章
徳
政
碑
に
は
、
奏
典
赤
が
雲
南
に
行

省
を
立
て
た
時
の
官
員
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
筆
頭
に
「
以
納
速
刺
丁
、
月
忽
乃
馬
断
事
官
」
と
あ
り
、
二
名
の
行
省
断

事
官
を
設
け
て
い
た
か
ら
妻
典
赤
を
長
と
す
る
雲
南
行
省
は
カ
ン
の
任
じ
た
納
速
刺
丁
、
月
忽
乃
と
宗
王
脱
忽
魯
の
配
下
の
撒
満
、

位
恰
乃
の
数
名
の
断
事
官
に
よ
っ
て
、
国
事
、
即
ち
行
省
の
一
切
の
庶
政
が
決
議
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
見
た
と
こ
ろ
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
の
外
地
統
治
機
関
の
構
成
員
と
し
て
入
っ
た
領
侯
の
派
遣
官
に
は
ビ
チ
ク
チ
（
書
記
官
）
、
ジ
ヤ

ル
グ
チ
（
断
事
官
）
が
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
、
李
公
家
廟
碑
に
見
え
る
政
府
の
一
官
は
こ
の
種
の
官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
李
公
は
家
廟
碑
の
中
で
「
入
参
決
尚
書
事
」
と
あ
り
何
ら
か
の
尚
書
の
議
決
に
参
加
し
た
事
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
中
書
」

（

日

）

ジ

ヤ

ル

グ

チ

と
漢
籍
で
写
さ
れ
る
ビ
チ
ク
チ
と
見
る
よ
り
も
断
事
官
と
見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
燕
京
行
牽
尚
書
省
の
長
官
は
エ
ケ
・

ジ
ャ
ル
グ
チ
と
そ
れ
に
次
ぐ
エ
ケ
・
ビ
チ
ク
チ
で
あ
っ
た
か
ら
、
各
領
侯
か
ら
派
遣
さ
れ
た
ビ
チ
ク
チ
を
構
成
員
と
し
て
含
む
可
能

性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、
宜
賀
典
赤
停
に
「
二
君
難
病
宗
王
親
臣
、
未
有
名
爵
、
不
可
以
議
園
事
、
欲
各
授
君
行
省
断
事
官
」
と
あ

り
、
国
事
、
即
ち
外
地
統
治
機
関
た
る
行
省
の
諸
政
策
を
議
す
る
に
は
断
事
官
の
資
格
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
が
示
さ
れ
て

い
る
事
か
ら
考
え
て
、
尚
書
の
議
事
の
決
裁
に
参
画
し
た
王
府
の
一
官
と
は
断
事
官
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
オ
ゴ
タ
イ
の
分
地
分
民
以
後
、
諸
領
侯
が
断
事
官
に
分
地
の
事
柄
を
岳
号
さ
せ
た
事
を
示
し
た
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前
掲
（
四
七
頁
）
の
史
料
に
、
「
凡
事
干
其
城
、
各
遣
断
事
官
自
司
、
聴
直
子
朝
」
あ
り
、
「
聴
直
子
朝
」
の
句
が
付
さ
れ
、
そ
の
領
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侯
断
事
官
が
朝
（
政
）
に
関
与
す
る
こ
と
が
聴
さ
れ
て
い
た
か
の
如
く
記
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
る
。
こ
の
朝
政
と
は
カ
ラ
コ
ル
ム
の

中
央
政
府
は
無
論
の
事
と
し
て
外
地
統
治
機
関
た
る
行
（
牽
尚
書
）
省
の
国
事
を
も
意
味
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
様
な
具

体
例
と
し
て
桃
憾
牧
庵
集
坤
一
李
公
紳
潰
碑
に
、

又
伴
（
李
貞
献
）
同
伊
璃
替
潟
断
事
官
子
朝
、
歳
丙
午
、
定
宗
即
位
、
日
大
名
昔
険
分
封
、
卿
往
償
問
監
、
至
燕
間
断
事
宮
崎
達

五

お
わ
り
に

署
行
豪
。

と
あ
り
、
グ
ユ
ク
（
定
宗
）
の
即
位
当
時
に
、
グ
ユ
ク
の
分
地
の
ダ
ル
ガ
チ
（
監
）
と
な
っ
た
断
事
官
の
李
貞
献
は
、
燕
京
に
お
い

て
は
、
断
事
官
の
崎
達
と
と
も
に
行
豊
を
署
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
は
分
地
保
有
領
侯
が
同
時
に
カ
ン
で
あ
っ
た
特

別
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
領
侯
王
府
の
断
事
官
が
分
地
の
権
益
を
代
表
し
て
燕
京
行
壷
尚
書
省
に
入
っ
た
例
の
一
つ
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
李
貞
献
な
る
人
物
は
、
前
記
史
料
の
後
続
に
「
後
憲
宗
以
和
心
静
憐
来
地
行
豊
、
録
其
奮
労
、
又
伴
同
署
、
別
錫
虎

符
以
監
大
名
」
と
あ
り
、

モ
ン
ケ
・
カ
ン
代
に
あ
っ
て
も
、
グ
ユ
ク
分
地
の
ダ
ル
ガ
チ
で
あ
り
燕
京
の
断
事
官
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
場
合
は
単
に
領
侯
分
地
の
権
益
を
代
表
し
て
燕
京
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

漢
地
に
展
開
さ
れ
た
分
地
分
民
制
度
は
征
金
戦
争
中
に
生
じ
た
モ
ン
ゴ
ル
支
配
層
の
錯
綜
し
た
権
益
を
解
消
し
、
再
整
理
し
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
再
整
理
に
当
っ
て
は
、
分
地
の
配
置
や
分
民
数
を
漠
北
で
の
諸
領
侯
の
分
地
の
配
置
や
兵
数
に
依
拠
し

て
行
な
わ
れ
た
。
領
侯
は
、
分
地
の
官
僚
の
子
（
弟
）
を
質
子
と
し
て
王
府
の
宿
衛
に
差
し
出
き
し
め
、
且
つ
、
王
府
の
断
事
官
等

を
派
遣
し
て
、
分
地
に
お
い
て
司
法
権
を
行
使
す
る
な
ど
し
て
、
分
地
分
民
を
統
轄
す
る
と
と
も
に
、
燕
京
に
設
け
ら
れ
た
カ
ン
の



統
治
機
関
の
議
決
に
断
事
官
を
入
れ
て
参
画
さ
せ
自
ら
の
漢
地
の
権
益
を
代
表
せ
し
め
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
領
侯
の
分
地
分
民
統

轄
権
は
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
名
目
的
な
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
が
漠
北
で
見
ら
れ
る
も
の
と
同
様
で
あ
っ
た
か

は
、
賦
役
徴
収
権
な
ど
の
分
析
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
漢
地
統
治
に
お
い
て
領
侯
の
果
し
た
機
能
は
大
き
か
っ
た
。
ウ
ラ
ジ
ミ

ル
ツ
オ
フ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
家
の
統
治
を
評
し
て
「
広
大
な
地
域
の
氏
族
の
共
有
と
い
う
概
念
が
人
民

l
国
家
の
そ
れ
へ
と
移
転
す

る
。
」
と
述
べ
た
が
、
樹
馬
等
の
有
力
功
臣
を
チ
ン
ギ
ス
一
族
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
チ
ン
、
キ
ス
一
族
の
共

同
領
有
の
原
理
は
漢
地
統
治
制
度
の
各
面
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

、王（

1
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2 

績
資
治
一
通
監
長
編
均
一
一
羅
照
三
年
正
月
の
条
に
「
晋
末
契
丹
頭
下
兵
、
謂
之
大
帳
」
、
宋
舎
要
均
一
世
一
一
轡
夷
・
契
丹
の
条
に
「
晋
末
虜

主
骨
子
兵
、
謂
之
大
帳
」
、
葉
隆
種
契
丹
闘
志
一
ヰ
一
一
兵
馬
制
度
に
「
晋
末
契
丹
骨
子
兵
、
謂
之
大
帳
」
と
あ
る
。
こ
の
用
語
に
つ
い
て

は
、
周
藤
士
口
之
「
唐
宋
の
資
料
に
見
え
る
頭
項
・
頭
下
と
探
馬
l
遼
・
一
万
の
投
下
と
の
関
聯
に
於
い
て

l
」
、
『
宋
代
史
研
究
』
、
東
洋

文
庫
、
昭
和
四
四
年
、
六
五
六

l
六
八
四
頁
に
詳
し
い
。

ボ
リ
ス
・
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
ツ
オ
フ
『
蒙
古
社
舎
制
度
史
』
外
務
省
調
査
部
誇
、
日
本
図
際
協
舎
、
昭
和
十
二
年
、
一
一
五
真
、
一
三
八
頁
。

村
上
正
二
「
元
朝
に
於
け
る
投
下
の
意
義
」
『
蒙
古
墜
報
』
一
（
昭
和
十
五
年
）
、
一
九
六
百
円
。

小
林
高
四
郎
、
岡
本
敬
二
『
通
制
保
格
の
研
究
謬
註
』
第
一
冊
、
中
国
刑
法
志
研
究
会
、
昭
和
三
九
年
、
二
八
｜
二
九
頁
。

村
上
正
二
「
元
朝
兵
制
史
上
に
於
け
る
奥
魯
の
制
度
」
『
東
洋
準
報
』
三
O
｜
三
（
昭
和
一
八
年
）
、
二
九
七

i
三
四
五
頁
に
詳
し
い
。

愛
宕
松
男
、
寺
田
隆
信
『
中
国
の
歴
史
6
元
明
』
講
談
社
、
昭
和
四
九
年
、
六
五
頁
。
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U
S玄
0
4
h
w
国
民
尚
L
0
・
口
・
切
の
り
M
内
O
切
の
宍

O
け
O

回
目
・
国
・
口
印
出
回
向
。
山
叶
O
凶

ω、

句
。
口

ω宍
口
出
凶
口
U
O
A
V
・

s・
口
・
口
。
叶
り
て
巨
の
回
。
宍

O
け

O
、
宮
O
O
H内
出
印
、
同
＠
0
0
・
0
A円
匂
・
巾
w
h
H

河
伊

ωげ
H
Q
戸
山
l

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
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（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）

ロ凶ロ『∞－
N
J
¢
H
H
m
v
H
H
H
h
U
H
E’n
戸
け
1
4
m
H
J
B
H
H
W
F
”
の
向
・
ヴ
吋
回
乱
民
国
mH口
問

mvH
－H
回
H
U
4
0
V
H・9
ロu

M
U

・u
r
H

MV
印
自
民
M
H
1
h
w
泊
l
h
H
出
国
H
叶
印

g
M問
。
、
。
叶
匂
・

0
＠・

H
N
9
m
H
H
H凡
H
H
H
9
1
口
同
ロ
司
m
v
t
B
H
H
H
H
巴
ご
O
M
V
・
0
Hけ・

村
上
正
二
「
チ
ン
ギ
ス
汗
帝
園
の
成
立
過
程
」
『
歴
史
学
研
究
』
一
五
四
（
一
九
五
二
、
二
二
1
二
五
頁
。

田
村
寅
造
「
元
朝
礼
魯
忽
赤
考
」
『
中
園
征
服
王
朝
の
研
究
』
東
洋
史
研
究
舎
、
昭
和
田
八
年
四
四
四
｜
四
六
三
頁
。

村
上
正
二
、
注
（
2
）
前
掲
書
一
九
六
｜
一
九
八
頁
。

村
上
正
二
氏
は
前
掲
注
（
2
）
の
論
文
の
二

O
三
頁
で
、
こ
の
史
料
の
示
す
司
法
権
が
領
侯
の
漠
北
の
分
地
分
民
（
本
投
下
）
に
対
し

て
行
使
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
漢
地
の
分
地
分
民
設
定
の
記
事
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
行

使
の
範
囲
が
漢
地
の
分
地
分
民
に
及
ぶ
事
は
筆
者
の
本
論
の
以
下
の
論
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

前
田
直
典
「
元
朝
行
省
の
成
立
過
程
」
『
元
朝
史
の
研
究
』
東
京
大
拳
出
版
舎
、
一
九
七
三
、
一
四
五
｜
一
六
O
頁。

前
回
直
典
、
前
掲
書
、
一
五
六
｜
一
五
七
頁
。

本
国
賓
信
「
阿
母
河
等
慮
行
尚
書
省
考
」
『
北
方
文
化
研
究
』

2
（
昭
和
四
二
年
）
九
一
－
｜
九
三
頁
。
坂
本
勉
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
お

け
る
必
附
赤
1
g
z
E
l憲
宗
メ
ン
グ
の
時
代
ま
で
を
中
心
と
し
て
｜
」
『
史
学
』
四
一
一
｜
四
（
昭
和
四
五
年
）
八
五
｜
八
六
頁
。

前
田
直
典
、
前
掲
書
、
一
五
四
頁
。

異
定
路
（
ト
ゥ
ル
イ
分
地
）
断
事
官
の
小
雲
石
脱
忽
憐
も
こ
れ
と
同
様
に
ダ
ル
ガ
チ
を
兼
ね
た
。
（
清
沈
濡
常
山
貞
石
志
噌
一
一
時
畑
一
城
公

紳
遁
碑
、
「
公
之
大
父
詩
駕
云
赤
篤
忽
珠
（
中
略
）
命
以
宣
差
異
定
府
路
都
達
魯
華
赤
断
事
官
、
監
是
郡
園
」
）
。

ボ
リ
ス
・
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
ツ
オ
フ
、
前
掲
書
、
一
一
三
頁
。

（
一
九
七
七
・
九
・
一
二
脱
稿
〉

H
U
u
u

・4
0ド
・

H

MV
－

U
U
4
 

（ロ）
（国）

（

M
）
 

（日）
（日）

（口）

大
学
院
生
）


